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１ 総則 

 

（１）計画策定の趣旨 

令和元年６月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下「法」という。）

の改正が行われ、国及び地方公共団体に対して、率先して障害者を雇用する責務

が明示されるとともに、厚生労働大臣が定める「障害者活躍推進計画作成指針」

（以下「作成指針」という。）に即して、障害者である職員の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する計画を作成することが義務付けられました。 

作成指針において、障害者の活躍とは、「障害者一人ひとりが、能力を有効に発

揮できることであり、雇用・就業し又は同一の職場に長期に定着するだけでなく、

全ての障害者が、その障害特性や個性に応じて能力を有効に発揮できることを目

指すことが必要である。」と規定されています。 

これを受け、本市においても、これまでの障害者雇用に関する取組と現状の課

題を踏まえて、積極的に障害者の雇用を進めるとともに、自律的なＰＤＣＡサイ

クルを確立し、障害者である職員一人ひとりが働きやすく、個々の能力を有効に

発揮することができる職場づくりを目指して、「匝瑳市障害者活躍推進計画」（以

下「計画」という。）を策定するものです。 

 

（２）策定主体 

本市全体で障害者の活躍推進に向けた取組を進めるため、各任命権者が連携し

て計画を策定します。 

《策定主体となる任命権者》 

機関名（部局名） 任命権者 

市長事務部局 市長 

議会事務局 市議会議長 

教育委員会事務局 教育委員会 

監査委員事務局 代表監査委員 

農業委員会事務局 農業委員会 

 ※病院事業については別に計画を策定しますが、活躍推進のための取組の実施

に当たっては連携しながら進めていきます。 
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（３）計画期間 

本計画の期間は、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間（令

和２年度～令和６年度）とします。 

なお、計画期間内においても、毎年度、取組状況等を把握・検証し、必要に応

じて計画の見直しを行います。 

 

（４）計画の対象となる障害者の範囲  

本計画における障害者とは、法第２条第１号に規定する障害者をいい、障害者

である職員（以下「障害のある職員」という。）を本計画の対象とします。 

具体的には、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身

の機能の障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業

生活を営むことが著しく困難である職員が該当します。 

 

 

２ 本市における障害者雇用の状況 

 

（１）職員採用の状況 

本市では、これまで一般行政職の採用試験において、身体障害者を対象とした

別枠の採用試験を実施してきました。 

令和元年度実施の採用試験からは、受験対象に知的障害者及び精神障害者を加

えるとともに、受験資格から「自力により通勤ができ、介護者なしに職務遂行が

可能であること。」を撤廃し、受験対象を拡大しています。 

しかしながら、採用試験の応募者がなく常勤職員の採用に至らない年度が多い

ことから、近年は、外部の就労支援機関等と連携し、職場実習の受入れを通じた

非常勤職員（会計年度任用職員）の採用にも取り組んでおり、過去５年間は、毎

年障害者を採用しています。 

 

《障害者の採用者数》 

採用年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

常勤職員 ０ ０ ０ ０ １ 

非常勤職員 １ １ ３ １ １ 
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（２）障害者雇用率の状況 

 雇用・就業は、障害者の自立及び社会参加の重要な柱であることから、法では、

社会連帯の理念に基づき、障害者雇用率制度を定めています。 

障害者雇用率制度は、国と地方公共団体に対しても適用されることから、本市

においても、職員数が４０人以上の機関（部局）である市長事務部局及び教育委

員会事務局については、職員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割

合（以下「実雇用率」という。）を法定雇用率以上にする義務があります。 

なお、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局は、職員数が４０人未

満であることから障害者の雇用義務は生じません。 

 

 ア 法定雇用率 

障害者雇用率制度における法定雇用率は次のとおりです。 

国と地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用する立場にあることから、

民間企業よりも高く法定雇用率が設定されています。 

 

《令和元年６月１日現在の法定雇用率》 

適用区分 法定雇用率 

国と地方公共団体 ２.５％ 

（参考）民間企業 ２.２％ 

※上記の法定雇用率は、令和３年４月１日までに０.１ポイント引き上げられ

る予定です。（国と地方公共団体：２.５％ ⇒ ２.６％） 

 

イ 実雇用率 

本市における令和元年６月１日現在の市長事務部局及び教育委員会事務局

の実雇用率は、次のとおりです。 

障害者雇用率制度では、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。）である職員が実雇用率の算

定対象とされています。 

地方公共団体の機関は、原則として任命権者ごとに当該機関の実雇用率を法

定雇用率以上にする必要がありますが、市長事務部局の実雇用率は、法定雇用

率を下回っている状況にあります。 
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《令和元年６月１日現在の実雇用率》 

機関名（部局名） 実雇用率 

市長事務部局 ２.４３％ 

教育委員会事務局 ４.２６％ 

 ウ 特例認定 

障害者雇用率制度では、制度の実効性を期するため、地方公共団体の機関に

対して、毎年、実雇用率を含めた障害者の任免に関する状況の通報を厚生労働

省へ行うことを義務付けていますが、一定の要件（各機関の人的関係が緊密で

あること、一体的な人事管理が行われていること等）の下で、任命権者の範囲

を超えて障害者雇用率制度を適用することができる特例が設けられているこ

とから、本市ではこの特例認定を受け、市長事務部局と教育委員会の職員数を

合算して実雇用率を算出し、厚生労働省へ通報しています。 

この特例認定の下で算出した令和元年６月１日現在の実雇用率は２.７３％

で、法定雇用率を上回っており、本市として雇用すべき障害者の数にも不足は

生じていない状況にあります。 

 

（３）職場定着の状況 

障害者の活躍を推進していくためには、積極的に職員採用に取り組むとともに、

障害のある職員が安心して働ける職場環境づくりを通じて、職場への定着を図っ

ていくことが重要となります。 

 本市において平成２７年度から令和元年度に採用した障害のある職員の採用１

年後の定着率は、いずれの年度も１００％となっており、職場への定着は安定し

た状況が続いています。 

 

（参考）民間企業の就職１年後の定着率 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

６０.８％ ６８.０％ ４９.３％ 

  出典：「障害者の就業状況等に関する調査研究」（平成２９年４月 独立行政

法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター） 
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（４）職員アンケート結果 

 本計画を策定するに当たり、障害者雇用における職場の課題を整理するととも

に、障害のある職員の視点・意見を可能な限り計画に反映させ、今後の取組に活

用するため、全ての障害のある職員を対象として「職場等の満足度に関するアン

ケート調査」を実施しました。 

 

主な調査項目は次の６項目です。 

 

・匝瑳市に就職し、現在働いていることについての全体評価について 

・現在の仕事内容について 

・現在の業務量について 

・物理的な作業環境（休憩スペース、導線の確保等）について 

・相談体制等の職場環境（遠慮なく相談できる環境、相談方法の周知等）につ

いて 

・勤務する上での障害への配慮（障害特性に合った業務分担、業務指示等）に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.8%

77.8%

77.8%

55.6%

33.4%

66.7%

11.1%

11.1%

22.2%

11.1%

11.1%

44.4%

22.2%

11.1%

11.1%

11.1%

11.1%

11.1%

11.1%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体評価

現在の仕事内容

現在の業務量

物理的な作業環境

相談体制等の職場環境

障害への配慮

職場等の満足度に関するアンケート調査

１.満足 ２.やや満足 ３.どちらでもない ４.やや不満 ５.不満 ６.無回答
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     回答 

 

調査項目 

１.満足 ２.やや満足 ３ .どちら

でもない 

４.やや不満 ５.不満 ６.無回答 

  

「1.満足」また

は「2.やや満

足」の割合 

全体評価 77.8% 11.1% 11.1%       88.9% 

現在の仕事内

容 
77.8% 11.1%   11.1%     88.9% 

現在の業務量 77.8%     11.1%   11.1% 77.8% 

物理的な作業

環境 
55.6%   44.4%       55.6% 

相談体制等の

職場環境 
33.4% 22.2% 22.2%   11.1% 11.1% 55.6% 

障害への配慮 66.7% 11.1% 11.1%   11.1%   77.8% 

 

アンケート結果のうち、各項目について「１.満足」または「２.やや満足」と

回答した職員の割合を見ると、本市で働いていることに対する「全体評価」と「現

在の仕事内容」についての評価は高く、「現在の業務量」と「障害への配慮」につ

いての評価はやや高い状況でした。 

しかしながら、休憩スペースや導線の確保といった「物理的な作業環境」に対

する評価と、遠慮なく相談できる環境や相談方法の周知といった「相談体制等の

職場環境」に対する評価は低く、この２項目については必ずしも十分な満足を得

られていないことが確認されました。 

「物理的な作業環境」の課題については、庁舎等施設の構造上の問題や財政的

な問題があることから、直ちに解消することは困難ですが、対応策を検討し可能

な限り改善を図っていく必要があります。 

また、「相談体制等の職場環境」の課題については、アンケート調査の中で「相

談しやすい環境をつくることが重要。」といった意見や「相談の仕方が分からな

い。」といった意見が寄せられていることから、相談サポート体制の整備と具体的

な相談方法の周知が重要課題であることが確認されました。 
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３ 計画の目標 

 

 これまでの取組と現状の課題を踏まえ、各任命権者は、障害のある職員の活躍

推進に向けて次の目標を設定し、互いに連携して目標の達成を目指します。 

 

（１）採用に関する目標 

 ア 実雇用率 

機関名（部局名） 目標内容 

市長事務部局 各機関における当該年６月１日時点の実雇用率を法

定雇用率以上とします。 

 

【評価方法】 

厚生労働省へ毎年行う障害者の任免に関する状況の

通報により状況把握・進捗管理を行います。 

教育委員会事務局 

 

 イ 障害者雇用の理解促進 

機関名（部局名） 目標内容 

市長事務部局 
全ての職員に対して、障害者雇用の推進に関する理

解を促進していきます。 

 

【評価方法】 

障害者雇用の理解促進に関する研修の受講者数及び

障害者雇用の推進に関する情報提供の実施状況を毎年

把握します。 

教育委員会事務局 

議会事務局 

監査委員事務局 

農業委員会事務局 

 

（２）定着に関する目標 

 ア 職場定着率 
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機関名（部局名） 目標内容 

市長事務部局 
障害のある職員の採用１年後の職場定着率 １００％ 

を維持します。 

また、その後も不本意な離職者を生じさせないように

します。 

 

【評価方法】 

厚生労働省へ毎年行う障害者の任免に関する状況の

通報の時点で、前年度に採用した職員の定着状況を把

握します。 

教育委員会事務局 

議会事務局 

監査委員事務局 

農業委員会事務局 

 

 

４ 活躍推進のための取組 

 

（１）障害のある職員の活躍を推進する体制整備 

ア 組織面 

（ア） 障害者雇用推進者の選任 

障害者雇用の促進及び安定を図るためには、障害者雇用に関する内部の

責任体制を確立し、実効性ある雇用推進の取組と適正な雇用管理を行う必

要があります。 

そのため、各任命権者は、法第７８条第１項の規定により、人事担当課長

等を障害者雇用推進者に選任し、相互に連携して次の業務に当たらせます。 

 

《各機関における障害者雇用推進者》 

機関名（部局名） 障害者雇用推進者 

市長事務部局 総務課長 

議会事務局 議会事務局長 

教育委員会事務局 教育委員会学校教育課長 

監査委員事務局 監査委員事務局長 

農業委員会事務局 農業委員会事務局長 
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《障害者雇用推進者の担当業務》 

・障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備

の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務 

・障害者活躍推進計画の策定及び障害のある職員の職業生活における活躍の推

進に関する取組の円滑な実施を図るための業務 

 ・障害者の採用計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務 

 ・厚生労働省からの勧告に係る厚生労働省との連絡に関する業務 

・厚生労働省への障害者の任免に関する状況の通報及び公表等を行う業務 

 

（イ） 障害者職業生活相談員の選任 

法第７９条第１項の規定により、障害のある職員（身体障害者、知的障

害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの等

に限る。））が５人以上在籍している機関（市長事務部局及び教育委員会事

務局）の任命権者は、所属職員の中から障害者職業生活相談員を選任しま

す。 

障害者職業生活相談員は、原則として主査以上の職にある職員とし、障

害のある職員からの相談窓口となり、職業生活全般についての相談・指導

を行います。 

 

《障害者職業生活相談員の相談・指導内容》 

 ・障害者の適性、能力に応じた職務の選定等に関すること 

・障害者の希望に応じた研修の実施等、障害者の職業能力の向上等に関すること 

・障害者の障害に応じた施設設備の改善等作業環境の整備に関すること 

・労働条件や職場の人間関係等障害者の職場生活に関すること 

・障害者の余暇活動に関すること 

・その他障害者の職場適応の向上に関すること 

 

 （ウ） 相談サポート体制の整備 

    人事担当課（総務課及び学校教育課をいう。以下同じ。）職員及び障害者

職業生活相談員は、障害のある職員が在籍する職場の所属長と当該職員の

職場適応の向上に関して必要な情報共有を図るとともに相互に連携し、複

層的な相談サポート体制を整備します。 
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また、障害のある職員にとってより相談しやすい体制とするため、必要に

応じて外部の関係機関と連携体制を構築することにより、多様な相談先を

確保し、相談内容に応じた相談先及び相談方法について、周知を図ります。 

 

相談サポート体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 人材面 

（ア） 障害者職業生活相談員の講習受講 

障害者職業生活相談員に選任された職員（選任予定の者を含む。）は、千

葉労働局が開催する「障害者職業生活相談員資格認定講習」等を受講し、

障害者の支援に必要な知識の習得を図ります。 

 

所属部署

【外部の関係機関】

障害者就業・生活支援センター

公共職業安定所 等

上司・同僚

業務内容など職務に関

する身近な相談

障害のある職員

所属長

人事・給与制度、勤務時間・

休暇制度、障害者雇用制度

全般に関する相談

部署内で解決しない相談や

職業生活全般に関する相談

必要に応じて外部の関係機

関へ取次ぎ

必要に応じて外部の関係機

関へ取次ぎ

障害者職業生活相談員人事担当課職員

職場以外の日常生活、症状

等に関する相談や職場内で

解決しない相談
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（イ） 障害者への理解促進のための研修受講 

障害のある職員が、早期に職場に馴染み、安心して働ける職場環境づく

りを進めるためには、障害者雇用推進者と障害者職業生活相談員だけでな

く、全ての職員が障害特性や障害者雇用に対する理解を深める必要がある

ことから、研修担当課（総務課）において千葉労働局等の関係機関が開催

する研修の受講案内を行い、職員に積極的な受講を呼びかけるとともに、

研修資料の配布等の情報提供を広く行い、障害者への理解促進を図ります。 

 

（２）障害のある職員の活躍の基本となる職務の選定・創出 

ア 採用前面談の実施 

障害のある職員の活躍を推進するためには、職務との適切なマッチングを

図ることが重要であることから、必要に応じて採用前に面談を行い、職員一

人ひとりの障害特性や能力、職務経験、希望する業務、必要とする配慮事項

等を十分に確認し、その上で、本人に合った職場配置及び業務の割振りを行

います。 

 

 イ 定期確認の実施 

所属長及び障害者職業生活相談員は、定期的な面談等を通して障害のある

職員が担当する業務の内容及び業務量について点検を行い、必要に応じて担

当業務の見直し等を検討します。 

なお、障害の状態により、従来の業務の遂行が困難となった場合には、負

担なく遂行できる業務の選定を検討します。 

     

 ウ 職務の創出 

人事担当課は、業務ヒアリング等を通して各職場の業務内容を具体的に把

握し、障害のある職員が活躍できる職務の創出を図ります。 

 

（３）障害のある職員の活躍を推進する環境整備・人事管理 

ア 職場環境 

（ア） 施設の整備 

勤務しやすい職場とするための基礎的な環境整備として、手すり、スロ

ープ、多目的トイレ、休憩室等の整備の推進を検討します。 
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（イ） 就労支援機器の整備 

障害のある職員からの要望を踏まえ、障害特性に応じた就労支援機器の

整備を検討します。 

 

イ 募集・採用 

（ア） 障害特性に応じた募集・採用の実施 

職員の募集・採用に当たっては、次の取扱いを行いません。 

・特定の障害を排除、又は特定の障害に限定 

・「自力で通勤できること」といった条件を設定 

・「介助者なしで業務遂行が可能」といった条件を設定 

・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられるこ

と」といった条件を設定 

・特定の就労支援機関からのみの受入れ 

 

また、採用試験の実施に当たっては、受験者からの要望を踏まえ可能な

限り必要な配慮を行います。 

 

（イ） 非常勤職員（会計年度任用職員）の積極的な採用 

会計年度任用職員の勤務形態は、障害特性や本人の希望に応じて柔軟に

設定できることから、常勤職員の採用はもとより、会計年度任用職員の募

集・採用を積極的に進めます。 

 

ウ 働き方 

（ア） 休暇制度の利用 

時間単位の年次休暇や特別休暇、療養休暇等の休暇制度について周知を

図り、障害のある職員一人ひとりの状況に応じた各種休暇の利用を促進し

ます。 

 

エ キャリア形成 

（ア） 研修の受講 

障害のある職員の希望を踏まえ、実務的な知識・技能を習得する研修へ

の参加の機会を確保します。 
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また、研修の受講に当たっては、障害特性に応じた配慮を行います。 

 

オ その他の人事管理 

（ア） 中途障害者への対応 

中途障害者（在職中に疾病・事故等により障害者となった者をいう。）に

ついて、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の整備、通院

への配慮、働き方・キャリア形成等の取組を行います。 

（イ） 関係機関との情報共有 

障害のある職員本人が希望する場合には、就労支援機関等と障害特性等

についての情報を共有し、適切な支援や配慮を行います。 

 

 

５ 優先調達の推進 

 

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」

に基づき、障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を

推進します。 

また、「匝瑳市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」に掲げる調達目標

の達成を目指します。 


